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独立行政法人森林総合研究所中期計画

農林水産省指令 １９林整研第１４７４号

平成２０年４月１日

独立行政法人森林総合研究所及び独立行政法人林木育種センターは、平成１９年４月１

日に統合し、新たに独立行政法人森林総合研究所（以下「研究所」という。）として、森

林・林業・木材産業に関する総合的な試験及び研究等並びに森林整備に不可欠な林木の優

良品種の開発及び普及等の事業（以下「林木育種事業」という。）を一体的に推進する体

制を整備したところである。

今後、研究所は、森林の有する多面的機能の発揮や林業・木材産業の発展、さらには山

村地域の活力の向上に貢献するため、これらに関する諸問題の解決と取組の促進に向けて

試験及び研究等並びに林木育種事業を効率的かつ効果的に実施する。

試験及び研究等については、開発研究の３分野（「地球温暖化対策に向けた研究」、「森

林と木材による安全・安心・快適な生活環境の創出に向けた研究」及び「社会情勢変化に

対応した新たな林業・木材利用に関する研究」）及び森林・林業・木材産業に関する研究

の深化や科学技術の高度化に資するための基礎研究の２分野（「新素材の開発に向けた森

林生物資源の機能の解明」及び「森林生態系の構造及び機能の解明」）を重点的に行う。

さらに、これら重点分野の試験及び研究を確実に実施するため外部資金の獲得に努めると

ともに、研究成果に対する評価結果を踏まえ、効率的かつ効果的な研究を推進し、その成

果については広く公表し、国民への普及を促進する。

また、林木育種事業においては、多様な森林の整備に不可欠な林木の優良な新品種の開

発とその種苗の生産・配布、「生物多様性国家戦略」（平成１４年３月２７日地球環境保全

に関する関係閣僚会議決定）を踏まえた国家的資源である希少・貴重な林木遺伝資源や新

品種の開発に不可欠な育種素材として利用価値の高い林木遺伝資源の収集・保存、さらに

は海外における持続可能な森林経営の実現に資するための林木育種分野の海外技術協力を

推進するための事業を確実に実施する。

なお、試験及び研究等並びに林木育種事業の実施に当たっては、産学官の連携の促進を

強化するとともに、国又は都道府県を始めとする関係機関との緊密な連携を図りつつ、我

が国における森林・林業・木材産業に関する総合的な試験及び研究並びに林木育種事業を

実施する機関としての役割を十全に果たしていくこととする。

さらに、「独立行政法人整理合理化計画」（平成１９年１２月２４日閣議決定）に基づき

独立行政法人緑資源機構から承継した水源林造成事業、特定中山間保全整備事業、農用地

総合整備事業並びに緑資源幹線林道に係る債権債務管理及び保全管理業務の実施に当たっ
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ては、「緑資源機構談合等の再発防止のための第三者委員会」の指摘などを踏まえ、役職

員のコンプライアンスの徹底、入札改革と監視の強化、情報公開の一層の推進等を行い、

事業等の適正な業務運営を行う。

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 経費の抑制

(1) 試験・研究及び林木育種事業

業務運営の効率化による経費の抑制については、各事業年度の人件費を除く運営費

交付金で行う事業について、少なくとも前年度の一般管理費の３％及び業務経費の１

％の合計に相当する額を抑制する。

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成１８年法

律第４７号）に基づき、国家公務員に準じた人件費改革に取り組み、平成１８年度以

降の５年間において、常勤役職員の人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び

法定外福利費）並びに人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）について５％以

上削減する。

また、国家公務員の給与構造改革に併せ、人事院勧告を踏まえて、役職員の給与に

ついて必要な見直しを進める。さらに、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針

２００６」(平成１８年７月７日閣議決定)に基づき、国家公務員の給与構造改革を踏

まえ、人件費改革を平成２３年度まで継続する。

以上に加え、管理部門等の効率化を行い、統合メリットを発現することにより、中

期目標期間の最終事業年度において、平成１８年度予算における一般管理費比で１０

％相当額の抑制を行う。

(2) 水源林造成事業等

機構から承継した水源林造成事業等について、事務及び事業の見直し、組織の見直

し、運営の効率化を図るとともに、独立行政法人整理合理化計画に基づく横断的な雇

用確保対策等が図られることを前提に、中期目標期間の最終事業年度に機構の平成１

９年度経費と比較して、①一般管理費については３５％、②人件費（退職金、退職給

付引当金繰入及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）並びに非常勤役職員給

与及び人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）については４０％、③事業費に

ついては３６％削減する。

２ 効率的・効果的な評価の実施及び活用

・業務の質の向上と業務運営の効率化を図るため、自己評価を行うとともに、試験・研

究及び林木育種事業について、外部専門家・有識者による研究評議会等での意見をその
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運営に適切に反映させる。

・研究重点課題の自己評価に当たっては、外部専門家を含む公正な評価を行うとともに、

複数の評価制度を取り入れ評価の効率化を図る。また、評価者及び被評価者の間におけ

る双方向コミュニケーション及び事後評価を導入する。

・研究所の運営に当たっては、組織単位ごとに自己評価を行うなど、計画、実施、点検

及び対策のサイクルでその効率化を行う。

・研究職員の意欲向上及び自己啓発を目的として、研究職員の業績評価を多面的な方向

から行う。評価制度は不断の見直しを行い、組織内の良好な意思疎通を図るとともに、

評価結果を資源の配分、処遇等へ適切に反映させる。

・一般職員等については、組織の活性化と実績の向上を図る等の観点から、新たな評価

制度の導入を検討する。

３ 資源の効率的利用及び充実・高度化

(1) 資金

・中期計画の達成のため、運営費交付金による所内プロジェクトを活用して、研究資

金の効率的運用に努める。

・外部資金の獲得のため、研究所に設置している研究戦略会議等において、外部情勢

の把握及びプロジェクト企画の迅速化に努め、積極的に競争的研究資金、委託プロジ

ェクト等の獲得に努める。

・研究課題の評価結果に基づく研究資金の傾斜配分、外部資金獲得に対するインセン

ティブの付与等により、研究活動の活性化及び研究成果の質の向上を図る。

(2) 施設・設備

・研究の重点化に対応した共用施設の利用計画に基づき、研究施設の合理的な再配分

を行い、効率的な利用を図る。

・共同研究等による試験及び研究の連携・協力を進め、研究施設・設備の効率的な活

用を図る。

・施設及び設備、機械の保守管理については、業務の性格に応じて計画的に外部委託

を行う。

(3) 組織等

・成果に対する評価結果及び政策・社会的ニーズに適切に対応するため、機動的な点

検・見直しを行う。

・全国５か所に設置している試験地については、試験及び研究の目的の達成に必要な

現地の調査体制を確保しつつ、要員の恒常的な配置の必要性について見直し、研究の
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効率化を図る。

・全国９３か所に設置している試験林については、その必要性の検討を行った後、３

割減を目標に見直しを行う。

・全国４か所に設置している増殖保存園については、事業の達成に必要な体制を確保

しつつ、育種場等に勤務する職員により業務を実行する等の改善によって効率化を図

り、要員配置について所要の見直しを行う。

・管理部門の効率化を図るとともに、森林・林業・木材産業に関する試験研究と林木

育種事業を一体的に実施するための体制を整備する。

・役職員の法令遵守に資するため、外部有識者等を含めたコンプライアンス委員会及

び入札監視委員会を設置する。また、研究所が策定した「随意契約の見直し計画」を

着実に実施するとともに、監事及び会計監査人との連携強化、監査従事職員の資質の

向上のための研修を行うなど、内部監査体制を整備し、その機能の強化を図る。

・監事及び会計監査人による監査において、入札・契約事務の適正な実施についてチ

ェックを受ける。

・機構から承継した地方事務所については、中期目標期間中に事業が終了する６建設

事業所について廃止するとともに、事業の進展、事業の内容・規模に応じた業務実施

体制に整備する。

(4) 職員の資質向上

・研究職員については、社会の要請に応え様々な課題の解決に寄与していくという観

点から、国内外の大学等への留学及び研究交流、各種研修への参加等に配慮し、意欲

向上、能力の啓発及び資質の向上を図る。

・学位取得の促進に努めるとともに、業務に必要な各種資格を計画的に取得すること

に努める。

・林木育種事業に係る都道府県職員等に対する講習及び指導の業務に従事する職員の

資質の向上のための研修等の充実を図る。

・高度な専門知識が必要とされる業務については、的確な要員配置を行えるよう、各

種研修に職員を参加させること等により、職員の資質の向上を図る。

・法令遵守や倫理教育を職員に徹底する。

４ 管理業務の効率化

・総務部門については、業務内容の見直しを行い、効率的な実施体制を確保するととも

に、事務処理の迅速化及び簡素化、文書資料の電子媒体化等の徹底により、管理業務の

効率化を図る。また、施設の管理、見本園等の一般公開、健康診断、施設営繕等に係る

事務については可能な限りアウトソーシングを行う。
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・実験林管理等の研究支援業務については、業務内容の見直しを行い、真に常勤職員が

担うべき業務以外は、アウトソーシング等を行い、効率化を図る。

・水源林造成事業等における建設工事、測量・建設コンサルタント等業務に係る入札事

務については、段階的に電子入札を導入し、中期目標期間中にすべての一般競争入札に

ついて実施し、入札・契約事務の効率化を図る。

５ 産学官連携・協力の促進・強化

・効率的な試験・研究及び林木育種事業の実施及び成果の利活用の促進のため、国、他

の独立行政法人、都道府県、大学、民間等との連携・協力を今後とも積極的に行う。

・国有林野を活用した試験・研究、検定林の設定、森林管理局が行う技術開発への協力

等を通じて国有林野事業との連携を強化する。

・林野庁が主催し、都道府県等が参画する林業研究開発推進ブロック会議、林木育種推

進地区協議会等を通じて、地域又は全国的に取り組むべき課題について協議し、各々の

役割分担等を図るとともに、公立林業試験研究機関等に対し必要な技術指導を行うこと

などにより、連携・協力関係を強化する。

・林木遺伝資源に関係する諸機関が参加する林木遺伝資源連絡会の活動の促進を図る。

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

１ 研究の推進

森林の有する多面的機能の発揮、林業の持続的かつ健全な発展、林産物の供給及び利

用の確保に資するよう社会ニーズに対応した試験及び研究を推進していくことの重要性

を踏まえ、森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究に

おいては、「地球温暖化対策に向けた研究」、「森林と木材による安全・安心・快適な生

活環境の創出に向けた研究」及び「社会情勢変化に対応した新たな林業・木材利用に関

する研究」を進めるとともに、森林生物の機能及び森林生態系の動態の解明に向けた基

礎研究においては、「新素材開発に向けた森林生物資源の機能解明」及び「森林生態系

の構造と機能の解明」を進める。特に、森林・林業基本計画で示された「地球温暖化対

策に向けた研究」については重点的に遂行する。

また、試験・研究を支える基盤的な知識集積が必要であることから、試験・研究の基

盤となる情報の収集と整備の推進を図るとともに、きのこ類等遺伝資源の収集及び保存

を行う。

(1) 重点研究領域

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究
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(ｱ) 地球温暖化対策に向けた研究

ａ 森林への温暖化影響予測及び二酸化炭素吸収源の評価・活用技術の開発

京都議定書における第一約束期間以降の取組等に対応し、地球温暖化対策に

貢献するため、森林に関わる温室効果ガス及び炭素動態を高精度に計測する手

法、森林、木材製品等に含まれるすべての炭素を対象にした炭素循環モデル、

温暖化が森林生態系に及ぼす影響を予測・評価する技術、荒廃林又は未立木地

における森林の再生の評価・活用技術等の開発を行う。

ｂ 木質バイオマスの変換・利用技術及び地域利用システムの開発

木質バイオマスの利用を推進して温暖化対策に資するため、間伐材、林地残

材、工場残廃材、建築解体材等の効率的なマテリアル利用及びエネルギー変換

・利用技術、地域に散在する未利用木質バイオマス資源の効率的な収集・運搬

技術等の開発、木質バイオマスの変換、木材製品利用による二酸化炭素排出削

減効果等のライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）を行う。

(ｲ) 森林と木材による安全・安心・快適な生活環境の創出に向けた研究

ａ 生物多様性保全技術及び野生生物等による被害対策技術の開発

生物の多様性を保全するとともに、多発する獣類や病害虫による森林被害を

防止し、健全な森林を維持するため、固有の生態系に対する外来生物又は人間

の活動に起因する影響の緩和技術、固有種・希少種の保全技術及び緊急に対応

を必要とする広域森林病虫害の軽減技術等の開発並びに獣害発生機構の解明及

び被害回避技術の開発を行う。

ｂ 水土保全機能の評価及び災害予測・被害軽減技術の開発

健全な水循環の形成及び多発する山地災害・気象災害の軽減のため、環境変

動、施業等が水循環に与える影響の評価技術、山地災害危険度の評価技術、治

山施設・防災林等による被害軽減に関わる技術等の開発を行う。

ｃ 森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発

健康で快適な空間として里山等の森林の利用促進を図るため、森林セラピー

機能の評価・活用技術の開発、里山の保全・利活用及び森林環境教育システム

の開発等を行う。

ｄ 安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源利用技術の開発

安全で快適性に優れた住環境を創出するため、地震等の災害に対して安全な

木質構造体、木質建材からの化学物質の放散抑制技術、住宅の居住快適性の高

度化技術の開発等を行う。

(ｳ) 社会情勢変化に対応した新たな林業・木材利用に関する研究

ａ 林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開発

手入れの不足した森林の増加及び資源の質的劣化を防止するため、木材利用
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部門と連携した活力ある林業の成立条件を解明するとともに、広葉樹林化等に

よる多様な森林への誘導、路網と高性能林業機械の一体的な作業システム等、

担い手不足に対応した新たな林業生産技術、持続可能な森林の計画・管理技術

等の開発を行う。

ｂ 消費動向に対応したスギ材等林産物の高度利用技術の開発

スギ材等の需要拡大を促進するため、市場ニーズに対応した新木質材料、省

エネルギーで効率の良い高度な木材の乾燥・加工・流通システム、きのこの付

加価値を高める技術等の開発を行う。

イ 森林生物の機能と森林生態系の動態の解明に向けた基礎研究

(ｱ) 新素材開発に向けた森林生物資源の機能解明

ａ 森林生物の生命現象の解明

生物機能を活用した新技術の創出に資するため、森林生物のゲノム情報の充

実を図り、遺伝子の機能及びその多様性、環境ストレス応答機構等樹木の生命

現象の解明並びにきのこ類及び有用微生物の特性の解明を行う。

ｂ 木質系資源の機能及び特性の解明

木質系資源からの新素材及び木質材料の開発に資するため、多糖類等樹木成

分の機能及び機能性材料への変換特性並びに間伐材・未成熟材等の基礎材質特

性及び加工時の物性変化の解明等を行う。

(ｲ) 森林生態系の構造と機能の解明

ａ 森林生態系における物質動態の解明

温暖化が森林生態系に与える影響の評価、公益的機能の発揮技術の向上等に

資するため、森林生態系における物質動態の生物地球化学的プロセスの解明及

び水・二酸化炭素・エネルギー動態の解明を行う。

ｂ 森林生態系における生物群集の動態の解明

森林の二酸化炭素吸収源としての機能評価、生物多様性の保全、野生動物の

適正管理等に資するため、森林に依存して生育する生物の種間相互作用等の解

明並びに森林生態系を構成する生物個体群及び群集の動態の解明等を行う。

(2) 研究の基盤となる情報の収集と整備の推進

・全国に配置された収穫試験地や水文観測施設等における森林の成長・動態調査、森

林水文モニタリング、積雪観測等各種モニタリングを実施する。また、経常的な野外

観測、野外観測試料の分析又は各種データ入力においては、アウトソーシングの導入

を検討する。

・木材の識別情報等、収集・整備した情報をデータベース化するとともにウェブサイ
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ト等を用いて公開する。

(3) きのこ類等遺伝資源の収集及び保存

・ジーンバンク事業として、きのこ類等の遺伝資源を５００点探索・収集し、その特

性の評価を行うとともに、独立行政法人農業生物資源研究所と連携協力して、遺伝資

源の増殖・保存・配布を推進する。

２ 林木育種事業の推進

安全で快適な国民生活の確保及び多様な森林整備に向け、林木の優良種苗の確保を図

るため、花粉症対策等の社会的ニーズに対応した品種の開発及びその普及に取り組む。

また、絶滅の危機に瀕している林木遺伝資源の滅失の防止及び林木の新品種の開発に

不可欠な育種素材の確保に資するため、林木遺伝資源の収集、保存等を行う。さらに、

開発途上国等における持続可能な森林経営、熱帯林の減少・劣化の防止等に寄与するた

め、海外に対する林木育種に係る技術協力等を推進する。

(1) 林木の新品種の開発

中期目標期間中に、２５０品種を目標として、次に掲げる新品種の開発を行う。特

に、花粉症対策に有効な品種、国土保全、自然環境保全等の機能の向上に資する品種

の開発に重点的に取り組む。

ア 花粉症対策に有効な品種の開発

花粉生産の少ないヒノキ及びスギの新品種を開発するとともに、花粉生産の少な

いスギ品種のアレルゲン含有量の測定・評価を行い、その特性情報を都道府県等に

提供する。また、雄性不稔スギと成長、材質等の優れたスギ精英樹等との人工交配

及びそれにより得られた苗木の育成を進める。

イ 地球温暖化の防止に資する品種の開発

二酸化炭素の吸収・固定能力の高いスギ及びトドマツの新品種を開発する。

ウ 国土保全、水源かん養及び自然環境保全の機能の向上に資する品種の開発

マツノザイセンチュウによる病害及びスギカミキリによる虫害に抵抗性を有する

新品種を開発するとともに、マツノザイセンチュウ抵抗性品種間の人工交配により

得られた第二世代抵抗性候補木の検定を進め、新品種を開発する。また、雪害に抵

抗性を有するスギの新品種を開発する。さらに、耐陰性を有するスギ等の品種を開

発するための新たな試験地の設定に着手するとともに、既設の試験地の調査結果を
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分析・評価し、耐陰性を有するスギの新品種を開発する。加えて、ケヤキ等の広葉

樹の優良形質候補木を用いたモデル採種林を造成する。

エ 林産物供給機能の向上に資する品種の開発

材質の優れたスギ及び成長の優れたアカエゾマツの新品種を開発する。また、ス

ギ、ヒノキ等の検定林等の調査を進めるとともに、成長や材質等の優れたスギ及び

ヒノキの第二世代品種を開発するための人工交配、検定林の造成等並びに既設の実

生苗を用いた検定林からの第二世代品種の候補木の選抜及び検定を進める。さらに、

育林コストの削減に有効な特性を有するスギ及びヒノキの精英樹を選定し、その特

性情報を都道府県等に提供する。

(2) 林木遺伝資源の収集・保存

貴重な林木遺伝資源が滅失することを防ぐとともに、多様な林木育種ニーズに対応

した新品種の開発等を進めるため、中期目標期間中に、次に掲げる取組を実施する。

特に、絶滅に瀕している種等の希少・貴重な林木遺伝資源の探索・収集に取り組む。

ア 探索・収集

①絶滅に瀕している種、南西諸島若しくは小笠原諸島の自生種、天然記念物等で

枯損の危機に瀕している巨樹若しくは名木又は衰退林分で収集の緊急性の高いもの

について、保存の必要性等を勘案しおおむね１,０００点、②育種素材として利用

価値の高いものについて、その利用上の重要性等を勘案しおおむね４,８００点、

③その他森林を構成する多様な樹種について、その必要性を勘案しおおむね２００

点、計６,０００点を探索・収集する。

イ 増殖・保存

探索・収集した林木遺伝資源の増殖、成体、種子又は花粉の形態での適切な保存

及び生息域内で保存されている絶滅危惧種の繁殖力を回復させるための取組に参画

するとともに、生息域内保存林（林木遺伝資源保存林）のモニタリングに着手する。

ウ 特性評価

スギ、ケヤキ等について、特性評価要領に基づくＤＮＡ遺伝子型の判定を含む評

価を進めるとともに、遺伝資源特性表を作成し、公表する。

エ 情報管理及び配布

林木遺伝資源に関する情報の提供、林木遺伝資源連絡会を通じた遺伝資源情報の
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ネットワーク化の推進、都道府県・大学を含めた遺伝資源情報のデータベース化及

び林木遺伝資源の配布を行う。

(3) 種苗の生産及び配布

(a) 都道府県等における採種(穂)園の改良等に資するため、精英樹特性表の充実を図

り、都道府県等に提供する。また、都道府県等が行う広葉樹の採種園の整備等に資

するため、研究所が保存している広葉樹の育種素材についての各種情報を整理し、

都道府県等に提供する。さらに、新品種等の展示林を都道府県等と連携して整備す

る仕組みについて検討を行うとともに、モデル的な展示林を整備する。

(b) 新品種等の種苗について、都道府県等が配布を要望する期間内に配布する件数を

全件数の９０％以上とすることを目標として、計画的な生産を行い、適期に配布す

る。

(c) 都道府県等を対象として、研究所が実施している種苗の生産及び配布、林木育種

技術の講習及び指導等についてアンケート調査を行い、顧客満足度（５段階評価で

３．５以上の評価を目標）を数値化し、その結果を評価・分析した上で、業務に反

映させる。

(4) 林木の新品種の開発等に附帯する調査及び研究

ア 新品種等の開発及び利用の推進に必要な技術の開発

新品種等の開発及び利用の推進に必要な技術を開発するため、次に掲げる調査及

び研究を行う。特に、広葉樹林の遺伝的管理、育種年限の短縮及び遺伝子組換えに

よる育種に必要な技術の開発のための調査及び研究に取り組む。

(ｱ) 花粉症対策に有効な品種の開発等に必要な技術の開発

花粉症の原因となる花粉を生産しない品種の開発等を進めるため、スギ及びヒノ

キの雄花着花性の遺伝様式の解明、雄性不稔スギ等の組織培養による効率的な大量

増殖技術の改良並びにスギの雄性不稔遺伝子を保有する個体の探索及び相同性の確

認を行う。

(ｲ) 地球温暖化の防止に資する品種の開発に必要な技術の開発

地球温暖化の防止に資する二酸化炭素の吸収・固定能力の高い品種の開発を進め

るため、ヒノキ、カラマツ等の実生系統の二酸化炭素吸収・固定能力の評価・検定

手法の開発及び品種開発に伴う林分の二酸化炭素吸収・固定量の増加に係る予測手

法の開発を行う。

(ｳ) 国土保全、水源かん養及び自然環境保全の機能の向上に資する品種の開発等に必

要な技術の開発

森林の公益的機能の向上に資する品種の開発等を進めるため、マツノザイセンチ
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ュウ抵抗性及びスギ雪害抵抗性の第二世代品種の選抜・検定手法の開発を行う。

(ｴ) 林産物供給機能の向上に資する品種の開発に必要な技術の開発

資源の循環利用を進める上でより優れた特性を持つ品種の開発を進めるため、成

長、通直性及び材質の一段と優れた第二世代品種の選抜・検定手法の開発、遺伝的

特性を総合的に予測する系統・個体評価技術の充実並びに材質形質の早期検定によ

る選抜手法の開発を行う。

(ｵ) 広葉樹林の遺伝的管理に必要な技術の開発

ケヤキ等広葉樹の初期成長、開葉フェノロジー等の調査、有用広葉樹の種苗配布

区域の検討に必要な基礎情報を得るためのＤＮＡ分析及び遺伝子かく乱の実態等に

ついての調査並びにミズナラ天然林の遺伝的多様性に配慮した諸形質の改良手法の

開発を行う。

(ｶ) 育種年限の短縮及び遺伝子組換えによる育種に必要な技術の開発

林木の新品種の開発を効率的に進めるため、クロマツの連鎖地図の作成、マツノ

ザイセンチュウ抵抗性と連鎖したＤＮＡマーカーを含む領域の検出、アカマツ及び

クロマツにおけるマツノザイセンチュウ抵抗性を検定するためのＤＮＡマーカーの

開発、スギ精英樹家系に雄性不稔化する遺伝子を導入した組換え体の作出及び組換

え体の野外栽培試験における評価手法の開発を行う。

(ｷ) 新品種等の利用の推進等に必要な技術の開発

開発した新品種の普及の促進等を図るため、さし木苗の効率的な生産技術の開発、

ヒノキ採種園の交配実態の解明並びにスギ検定林の調査結果を用いた育種区及び種

苗配布区域に関する検討を行う。

イ 林木遺伝資源の収集、分類、保存及び特性評価に必要な技術の開発

林木遺伝資源の収集、分類、保存及び特性評価に必要な技術を開発するため、次

に掲げる調査及び研究を重点的に行う。

(ｱ) 収集・分類技術の開発

林木遺伝資源の探索・収集等を戦略的かつ効率的に進めるため、ＧＩＳ技術を用

いた探索・収集技術の開発及びスギ遺伝資源のＤＮＡマーカーによる分類技術の開

発を行う。

(ｲ) 保存技術の開発

林木遺伝資源のより適切な保存を進めるため、生息域内保存林におけるケヤキ等

の保存対象樹種のＤＮＡマーカーによる遺伝的構造及び交配実態の解明、ヤクタネ

ゴヨウの効果的な生息域外保存技術の開発並びにスギ遺伝子保存林の再造成技術の

開発を行う。

(ｳ) 特性評価技術の開発



- 12 -

林木遺伝資源の特性評価を適切に進めるため、ケヤキの地理的変異及びトガサワ

ラの遺伝変異を解明する。

ウ 海外協力に資する林木育種技術の開発

海外協力に資するための林木育種技術の開発について、次に掲げる調査及び研究

を重点的に行う。

(ｱ) 林木育種技術の体系化

効率的かつ効果的な技術指導に資するため、育種による効果が期待できるアカシ

ア属及びモルッカネムの熱帯産早生樹種の樹種別の育種技術についてマニュアルを

作成する。

(ｲ) 品種開発に資する基礎的な林木育種技術の開発

国内樹種の育種技術を応用した熱帯産早生樹種の育種技術の開発を進めるため、

アカシア属について、採種（穂）園の管理技術の開発及び交配技術の開発を行う。

(ｳ) 長期的な展望に立った育種技術協力のための情報の収集等

海外における育種事情、ニーズ等の情報収集、技術協力の対象となり得る樹種に

ついての基礎的な技術の蓄積及び材料の養成並びにこれに必要な林木遺伝資源につ

いて、１００点を目標として収集する。

(5) 森林バイオ分野における連携の推進

社会ニーズに対応した優良種苗の確保等に向けて、森林バイオ分野において研究部

門及び林木育種部門の連携を図り、先端技術を用いた雄性不稔スギの開発、ＤＮＡレ

ベルでの病虫害抵抗性の特性解明及び有用広葉樹の遺伝的特性解明等に関する研究を

推進する。

３ 水源林造成事業等の推進

(1) 水源林造成事業

ア 事業の重点化の実施

効果的な事業推進の観点から、新規契約については、２以上の都府県にわたる流

域等の重要な流域やダム等の上流など特に水源かん養機能の強化を図る重要性が高

い流域内の箇所に限定する。

イ 事業の実施手法の高度化のための措置

(ｱ) 公益的機能の高度発揮

水源かん養機能等の森林の有する公益的機能を持続的かつ高度に発揮させる観点

から、今後の新規契約については契約内容・施業方法を見直し、広葉樹等の現地植

生を活かした長伐期で、かつ主伐時の伐採面積を縮小、分散化する施業内容に限定
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した契約とする。なお、平成２１年度までの間は、新たなモデルの検証期間とし、

その契約状況等について検証を行い、本格的な導入への対応を進める。

また、既契約分については、長伐期化、複層林化などの施業方法の見直し等によ

り、公益的機能の高度発揮を図る。

(ｲ) 期中評価の反映

期中評価結果を確実かつ早期に事業実施に反映させるため、評価により指摘され

た事項を踏まえたチェックシートを作成・活用し事業を実施する。

(ｳ) 木材利用の推進

ａ 二酸化炭素の固定・貯蔵の促進等地球温暖化防止に資する観点から、利用間伐

については、前中期目標期間（平成１５～１９年度）の実績（５．７千ｈａ）以

上の６千ｈａを中期目標期間全体で実施する。

また、保安林の指定施業要件や契約相手方の同意など、列状間伐の実施に係る

条件整備を推進し、条件が整った利用間伐箇所については、原則として、列状間

伐を実施する。

ｂ 急傾斜地に開設する作業道については、地質等の状況を踏まえつつ、原則とし

てすべての路線で丸太組工法を施工することとし、施工に当たっては間伐材の活

用に努める。

(ｴ) 造林技術の高度化

ａ 事業効果の高度発揮に向け、気候、地形等の地域特性を踏まえた造林技術の高

度化を図るため、検討会を各整備局毎に年１回以上開催する。

ｂ 間伐の推進に向け、列状間伐の普及を図るため、職員及び造林者等を対象とし

た研修会を整備局毎に年１箇所以上実施する。

ｃ 水源かん養機能等の公益的機能の維持及び多様な森林造成の推進を図るため、

整備局毎に設定した主伐モデル林等において、複層林施業に関する検討会を整備

局毎に年１回以上開催するとともに、中期目標期間内に複層林誘導伐としての主

伐を、各整備局毎に１箇所以上実施する。

ｄ 効率的な作業道の整備を図るため、丸太組工法等による低コスト路網の普及に

向けた現地検討会を各整備局毎に年１回以上開催する。

(ｵ) 事業内容等の広報推進

造林技術の普及・啓発に向け、対外発表活動を奨励し、中期目標期間中に各種の

研究発表会等に６件以上発表する。

また、対外発表内容や事業効果及び効果事例等をホームページ、広報誌等により

広報するとともに、分収造林契約実績の公表等事業実施の透明性を高めるため情報

公開を推進する。

さらに、国民に対する事業効果の情報提供を推進する観点から、引き続き前中期
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目標期間内に設定したモデル水源林におけるデータの蓄積を実施する。

ウ 事業実施コストの構造改善

「森林総合研究所コスト構造改善プログラム（仮称）」を平成２０年度中に作成

するとともに、水源林造成事業については、当該プログラムに基づき、施業方法の

見直し等により更なる徹底した造林コストの縮減に取り組み、中期目標期間の最終

事業年度に平成１９年度と比較して９％程度の総合的なコスト構造改善を推進す

る。

(2) 特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業

ア 計画的で的確な事業の実施

(ｱ) 事業の計画的な実施

ａ 中期目標期間中に、事業実施中の９区域のうち、６区域を完了する。

ｂ 事業を計画的に実施する観点から、関係地方公共団体等との連携を図るため、

適時適切な事業実施状況の説明等を実施する。

(ｲ) 期中評価の反映

期中評価結果を計画に確実に反映させるため、事業関係者の意向把握に努めつつ、

必要な事業計画の見直しを行う。

イ 事業の実施手法の高度化のための措置

(ｱ) 環境の保全及び地域資源の活用に配慮した事業の実施

ａ 必要に応じ有識者等の助言を受けながら、環境調査や地域の環境特性に対応し

た保全対策を実施するとともに、その実施状況の検証を中期目標期間中に３件以

上実施する。

ｂ 二酸化炭素の固定・貯蔵の促進等地球温暖化防止に資する観点から、中期目標

期間中における木材の区域平均使用量を、平成１９年度の農林道施工延長を加味

した区域平均実績の１．３倍とする。

ｃ 資源の有効活用に対する社会的な要請に応えるため、農（林）業用道路に使用

する舗装用再生骨材及び再生アスファルト混合物利用割合を中期目標期間中にそ

れぞれ７０％以上とする。

(ｲ) 新技術・新工法の採用

ａ 事業の高度化を一層推進する手段として、農林水産省新技術導入推進農業農村

整備事業（以下「新技術導入事業」という。）等に登録されている新技術・新工

法を中期目標期間中に３件以上導入する。

ｂ 施設に対する愛着心の醸成と良好な維持管理に資する観点から地元説明会を実

施するとともに、農家・地域住民等参加型直営施工工事を推進する。

ウ 事業実施コストの構造改善

「森林総合研究所コスト構造改善プログラム（仮称）」を平成２０年度中に作成
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するとともに、特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業については、当該

プログラムに基づき、計画・設計・施工・調達の最適化等により更なるコストの縮

減に取り組み、中期目標期間の最終事業年度に平成19年度と比較して９％程度の総

合的なコスト構造改善を推進する。

(3) 緑資源幹線林道事業に係る債権債務管理、その他の債権債務及び緑資源幹線林道の

保全管理業務の実施

ア 債権債務管理業務の実施

平成１９年度末までに機構が行った林道の開設又は改良事業の賦課金及び負担金

に係る債権債務、ＮＴＴ・Ａ資金に係る債権等について、徴収及び償還業務を確実

に行う。

イ 保全管理業務の実施

機構の廃止前に着手された林道で移管が終了していない箇所について、地方公共

団体への移管を円滑に推進するため、関係地方公共団体との連絡調整を図りつつ、

必要な維持、修繕その他の管理を着実に実施する。

４ 行政機関等との連携

・重要な森林政策、災害や森林被害等への緊急対応のほか、行政機関等への技術情報の

提供を行うとともに、行政機関が主催する各種委員会等へ専門家の派遣を行う。

・国等の策定する規格、基準等について、策定委員会等への参加及びデータの積極的な

提供により試験・研究成果の活用に努める。

５ 成果の公表及び普及の促進

(1) 情報発信の強化

・研究所の活動及び成果等を専門家のみならず、広く国民にも理解されるよう広報の

基本方針を策定し、情報発信の強化を図る。

・研究所が実施する研究成果の広報活動において、メールマガジン、モニター制度等、

利用者からの情報を取り込むことができる双方向コミュニケーションを活用して国民

との情報の共有化を図る。

(2) 成果の公表及び広報

・試験及び研究並びに林木育種事業の成果等については、研究報告、年報、広報誌等

の印刷物、研究所のウェブサイト（ホームページ）、マスコミ等の様々な広報手段を

活用し、効率的かつ効果的な広報活動を推進する。

・国内学会、国際学会、シンポジウム等に参加して研究成果を発表するとともに、専
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門誌、一般誌等への寄稿を積極的に行う。

・中期目標期間中の研究分野の成果指標である研究者一人当たりの学術雑誌への掲載

論文数は、年平均１.０報以上とする。

・開発した新品種等に関する情報が利用者まで伝わるよう、都道府県、関係団体等と

連携しつつ、積極的な広報活動に努める。

(3) 成果の利活用の促進

普及可能な技術情報は、マニュアル、データベース等により公表し、積極的に森林

所有者、関係業界等への利活用の促進を図る。また、 一般市民を対象とした「一般

公開」、「親林の集い」、「研究成果発表会」、「サイエンスキャンプ」、「森林教室」、「森

林講座」のほか、｢森の展示ルーム｣や研修展示施設を活用して、森林環境教育や成果

の紹介を行う。

(4) 知的所有権の取得及び利活用の促進

・知的所有権の積極的取得に努め、中期目標期間中に年平均８件以上の国内特許等を

出願する。

・取得した知的所有権は、効率的な維持管理を図るとともに、ウェブサイト、各種展

示会等を利活用して情報提供し、利活用の促進に努める。

６ 専門分野を活かしたその他の社会貢献

(1) 分析及び鑑定

研究所の有する専門的知識が必要とされる林業用種子の発芽鑑定、木質材料の耐久

性試験、木材の鑑定等について、民間、行政機関等からの依頼に応じ、分析及び鑑定

を行う。

(2) 講習及び指導

ア 研究分野における講習

・国、都道府県、団体等が主催する講習会等への講師の派遣、情報の提供等を積極

的に行う。

・国、都道府県、大学、民間等からの若手研究者等を研修生として受入れ、研究者

としての人材育成・資質向上に寄与する。

・海外研究機関等からの研究者を研修生として受け入れることにより、人材育成に

寄与する。

イ 都道府県等に対する林木育種技術の講習及び指導



- 17 -

新品種等の利用を促進するため、都道府県等に対し、採種（穂）園の造成・改良

技術等の林木育種技術について、各種協議会等における指導を行うとともに、本所

及び各育種場における講習会を合計１００回を目標に開催する。また、都道府県等

からの要請を踏まえて現地指導等を実施する。さらに、多岐にわたる内容の指導要

請に対して、より効率的かつ効果的に講習及び指導を行うため、これまでに蓄積し

てきた林木育種に関する技術等について、講習及び指導に活用できるデータベース

を構築する。

ウ 海外の林木育種に関する技術指導

海外研修員等の受入れ及び専門家の派遣については、支援先機関の多様化に努め

るとともに、林木育種及び関連技術の実務研修の拠点としての取組を強化する。ま

た、開発途上国等の政府機関又は公的機関、国際機関、民間企業等の多様な機関と

の連携・協力を推進し、林木育種分野の技術指導及び技術開発に資するネットワー

クの構築等を行う。

(3) 標本の生産及び配布

試験・研究等の資料として、木材標本、植物標本等を生産、保存するとともに、要

請に応じて学術研究機関等に配布する。

(4) 国際機関、学会等への協力

・我が国を代表する森林に関する総合的研究を行う機関として、国際機関の専門家会

合及び内外の学会に専門家を派遣する。

・政府の行う科学技術に関する国際協力・交流に協力する。

第３ 財務内容の改善に関する事項

１ 試験・研究及び林木育種事業

(1) 収支の均衡

効率的な業務運営と資金の適切な運用により、収支の均衡を図る。

(2) 業務の効率化を反映した予算計画の実行及び遵守

運営費交付金に係る予算の計画及び実行に当たっては、業務の効率化による効果に

加え、中期目標に定められた経費節減目標を踏まえて適切な運営に努める。

２ 水源林造成事業等

(1) 長期借入金等の着実な償還
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コスト縮減、資金の有効活用等適切な業務運営を行いつつ、長期借入金等を確実に

償還する。

(2) 業務の効率化を反映した予算計画の実行及び遵守

経費節減目標を踏まえた、中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行う。

３ 予算

(1) 試験・研究及び林木育種事業

平成１８年度～平成２２年度予算

（研究・育種勘定） （単位：百万円）

区 分 金 額

収 入

運営費交付金 ５０,９８１

施設整備費補助金 １,９３１

受託収入 ７,０８８

諸収入 ３０８

計 ６０,３０８

支 出

人件費 ３７,４１５

業務経費 ８,４００

うち一般研究費 ４,３１７

うち特別研究費 １,３５０

うち基盤事業費 ７８

うち林木育種事業費 ２,６５５

一般管理費 ５,７４２

施設整備費 １,９３１

受託経費 ７,０８８

統合に伴う減 △２６８

計 ６０,３０８

[人件費の見積り]

期間中総額３０,５９２百万円を支出する。
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ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、休職

者給、国際機関派遣職員給与及び再任用短時間勤務職員給与に相当する範囲の費用である。

[注記]

１ 法人統合による効果として、期間中２６８百万円を減額する。

２ 四捨五入の関係で計が一致しないところがある。

[運営費交付金の算定方法]

運営費交付金＝（前事業年度一般管理費×α＋前事業年度業務経費×β）×γ＋人件

費±δ－自己収入－統合に伴う減額

α：効率化係数（0.97）

β：効率化係数（0.99）

γ：消費者物価指数

δ：毎事業年度の業務の状況に応じて増減する経費

人件費＝基本給等＋退職手当見込＋休職者・派遣者・再任用職員給与＋非常勤職員給

与＋児童手当拠出金＋共済組合負担金＋雇用保険料＋労災保険料

基本給等＝（前事業年度の基本給＋諸手当＋超過勤務手当）×(１＋給与改定率)

今期中期計画期間の５年間において、人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及

び法定外福利費）並びに、非常勤役職員給与及び人事院勧告を踏まえた給与改定部分を

除く。）を５％削減する。

非常勤役職員給与＝前事業年度の非常勤役職員給与×（１－ε）

ε：非常勤役職員給与抑制係数

(2) 水源林造成事業等

平成２０年度～平成２２年度予算

（全体） （単位：百万円）

区 分 金 額

収 入

国庫補助金等 １２８，４８９

長期借入金及び債券 ３１，２００

業務収入 ７０，２１８
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業務外収入 １，２７７

計 ２３１，１８４

支 出

業務経費 ８６，３２８

造林事業関係経費 ３９，６１８

特定地域等整備事業関係経費 ４２，１９６

林道事業関係経費 ４，５１４

借入金償還 ８８，９１３

支払利息 ２７，０９７

一般管理費 ３，１０２

人件費 １７，８５９

業務外支出 １，５４３

計 ２２４，８４２

（注) 四捨五入の関係で計が一致しないところがある。

［人件費の見積り］

期間中総額１３，９０１百万円を支出する。

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当

する範囲の費用である。

(水源林勘定) (単位:百万円)

区 分 金 額

収 入

国庫補助金等 ８６，６５０

長期借入金及び債券 ２４，０００

業務収入 １５２

業務外収入 ５５１

計 １１１，３５３

支 出

業務経費 ３９，７９６

造林事業関係経費 ３９，６１８
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特定地域等整備事業関係経費 １７８

借入金償還 ４３，４８３

支払利息 １５，５７４

一般管理費 １，１９９

人件費 １０，９５４

業務外支出 ６０

計 １１１，０６５

(注１) 長期借入金及び債券は、国庫補助金等に見合う額を計上した。

(注２) 四捨五入の関係で計が一致しないところがある。

(特定地域整備等勘定) (単位:百万円)

区 分 金 額

収 入

国庫補助金等 ４１，８３９

長期借入金及び債券 ７，２００

業務収入 ７０，０６６

業務外収入 ７２６

計 １１９，８３１

支 出

業務経費 ４６，５３２

特定地域等整備事業関係経費 ４２，０１８

林道事業関係経費 ４，５１４

借入金償還 ４５，４３０

支払利息 １１，５２３

一般管理費 １，９０３

人件費 ６，９０６

業務外支出 １，４８３

計 １１３，７７７

(注１）長期借入金及び債券は、国庫補助金に見合う額を計上した。

(注２）四捨五入の関係で計が一致しないところがある。
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４ 収支計画

(1) 試験・研究及び林木育種事業

平成１８年度～平成２２年度収支計画

（研究・育種勘定） （単位：百万円）

区 分 金 額

費用の部 ５７,７３３

経常費用 ５７,７３３

人件費 ３７,４１５

業務経費 ７,１６５

一般管理費 ５,１８４

受託経費 ６,５４３

減価償却費 １,６９４

統合に伴う減 △２６８

財務費用 ０

臨時損失 ０

収益の部 ５７,７３３

運営費交付金収益 ４９,１９０

受託収入 ７,０８８

諸収入 ３０８

資産見返運営費交付金戻入 １,１４７

資産見返物品受贈額戻入 ０

臨時利益 ０

純利益 ０

目的積立金取崩額 ０

総利益 ０

[注記］
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１ 当法人における退職手当については、その金額について、運営費交付金を財源とす

るものと想定している。

２ 四捨五入の関係で計が一致しないところがある。

(2) 水源林造成事業等

平成２０年度～平成２２年度収支計画

（水源林勘定） （単位：百万円）

区 分 金 額

費用の部 １２，５０９

経常費用 １２，５０９

分収造林原価 １６１

販売・解約事務費 ５２

一般管理費 ５８１

人件費 １，１４７

財務費用 １０，５６８

収益の部 １２，７６３

経常収益 １２，７６３

分収造林収入 ５０

販売・解約事務費収入 ５２

資産見返補助金等戻入 １４

国庫補助金等収益 １１，８５４

財務収益 ３２７

雑益 ４６７

純利益 ２５５

目的積立金取崩額 １１９

総利益 ３７４

(注) 四捨五入の関係で計が一致しないところがある。
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（特定地域整備等勘定） （単位：百万円）

区 分 金 額

費用の部 ４００，３８２

経常費用 ３９９，５２５

譲渡原価 ３８６，６６６

一般管理費 ４１９

人件費 １，０１３

財務費用 １０，８４８

雑損 ５７８

臨時損失 ８５７

収益の部 ４００，９０９

経常収益 ４００，９０９

割賦譲渡収入 １０２，０８４

資産見返補助金等戻入 ２８４，５８２

政府交付金収益 ２，１１８

割賦利息収入 １１，４５６

財務収益 ４４

雑益 ６２５

臨時利益 ０

純利益 ５２７

目的積立金取崩額 ７１８

総利益 １，２４５

（注）四捨五入の関係で計が一致しないところがある。

５ 資金計画

(1) 試験・研究及び林木育種事業
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平成１８年度～平成２２年度資金計画

（研究・育種勘定） （単位：百万円）

区 分 金 額

資金支出 ６０,３０８

業務活動による支出 ５６,３０８

統合に伴う減 △２６８

投資活動による支出 ４,２６８

財務活動による支出 ０

次期中期目標期間への繰越金 ０

資金収入 ６０,３０８

業務活動による収入 ５８,３７７

運営費交付金による収入 ５０,９８１

受託収入 ７,０８８

その他の収入 ３０８

投資活動による収入 １,９３１

施設整備費補助金による収入 １,９３１

その他の収入 ０

財務活動による収入 ０

その他の収入 ０

（注）四捨五入の関係で計が一致しないところがある。

(2) 水源林造成事業等

平成２０年度～平成２２年度資金計画

（水源林勘定） （単位：百万円）

区 分 金 額

資金支出 １３０，７７５
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業務活動による支出 ６７，５９９

投資活動による支出 １７，４００

財務活動による支出 ４３，４８３

次期中期目標期間への繰越金 ２，２９４

資金収入 １３０，７７５

業務活動による収入 ４７，４５１

補助金収入 ４６，４３９

政府補給金収入 ３０９

収穫等収入 １０７

その他の収入 ５９６

投資活動による収入 １７，０００

財務活動による収入 ６３，９０２

緑資源機構からの承継額 ２，４２２

(注）四捨五入の関係で計が一致しないところがある。

（特定地域整備等勘定） （単位：百万円）

区 分 金 額

資金支出 １３２，８４４

業務活動による支出 ７０，０００

投資活動による支出 ４，０００

財務活動による支出 ４５，４３０

次期中期目標期間への繰越金 １３，４１４

資金収入 １３２，８４４

業務活動による収入 １１２，４５７

補助金収入 ３９，７２１
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政府交付金収入 ２，１１８

負担金・賦課金収入 ５９，０７５

その他の収入 １１，５４２

投資活動による収入 ４，１７４

財務活動による収入 ７，２００

緑資源機構からの承継額 ９，０１３

（注）四捨五入の関係で計が一致しないところがある。

第４ 短期借入金の限度額

１ 試験・研究及び林木育種事業

１３億円

（想定される理由）

運営費交付金の受入れが遅延

２ 水源林造成事業等

６０億円

(想定される理由）

債券発行の遅延

その他一時的な資金不足

第５ 重要な財産の譲渡に関する計画

水源林造成事業等における分収造林契約等に基づく主伐及び間伐のための立木の販売及

び公共事業等の実施に伴い支障となる立木の販売を計画する。

（計画対象面積の上限） ２９，９００ha

水源林造成事業等に係る以下の保有資産については、事業縮小に伴う人員の状況等に応

じ、売却等の処分に努める。また、その他の保有資産についても、事業の縮小に伴う処分

や借り上げとの費用対効果等を含め検討する。

＜売却対象物件＞

１ 事務所

宮ノ森分室(札幌市)

２ 宿舎

職員共同住宅（３ＤＫ：盛岡市）
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島崎分室(熊本市)

職員宿舎(３階建：熊本市)

職員宿舎(４階建：熊本市)

第６ 剰余金の使途

１ 研究・育種勘定

剰余金は、研究・事業用機材及び施設の充実を図るための経費に充てる。

２ 水源林勘定

剰余金は、借入金利息及び債券利息に充てる。

３ 特定地域整備等勘定

剰余金は、経費節減・負担軽減を図る業務及び人材育成に係る経費に充てる。

第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項

１ 施設及び設備に関する計画

業務の適切及び効率的な実施を確保するため、研究の重点課題の達成、品種開発、省エ

ネルギー対策等に必要な整備を行うほか、施設及び設備の老朽化等に伴う整備・改修を計

画的に行う。

（単位：百万円）

施設・設備の内容 予定額

研究・事業用施設の整備・改修等 １,９３１±ζ

研究施設の整備・改修等 1,091±ζ

林木育種設備の整備・改修等 840±ζ

[注記]「ζ」は、各事業年度増減する施設及び設備の整備等に要する経費。

２ 人事に関する計画

(1) 人員計画

ア 試験・研究及び林木育種事業

試験及び研究等並びに林木育種事業の効率的かつ効果的な推進を行うため、職員

の重点配置等を行う。
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管理部門の効率化に伴う適切な要員配置に努める。

（参考１）

期首の常勤職員数 ８２２ 人

期末の常勤職員数の見込み ７８７ 人

イ 水源林造成事業等

定年退職者の不補充に加え、事業の見直し、組織の再編・統廃合、業務運営の簡

素化・効率化による職員の適切な配置及びセクションを超えた人事配置等を推進す

る。

（参考２）

期首（平成20年4月1日）の常勤職員数 ６１６ 人

期末の常勤職員数の見込み ４４２ 人

（注）期末の常勤職員数は、独立行政法人整理合理化計画に基づく横断的な雇用確保

対策による取組等を前提として見込んだもの

(2) 人材の確保

研究職員の採用については試験及び研究等の推進に必要な優れた人材を確保するた

め、広く公募等により行うこととする。また、若手研究職員採用における任期付任用

制度の導入及び女性研究者の積極的な採用を行う。

３ 環境対策・安全管理の推進

事故及び災害を未然に防止するため、研究所に設置している関係委員会による点検、管

理、施設整備等に取り組むとともに、教育・訓練を実施する。

環境負荷の削減の観点から、施設の整備及び維持管理に取り組むとともに、資源・エネ

ルギー利用の節約、廃棄物の減量化、循環資源のリユース及びリサイクルの徹底、化学物

質の管理強化等を推進し、これらの措置状況について環境報告書として公表する。

４ 情報の公開と保護

研究所の諸活動の社会への説明責任を的確に果たすため、情報公開業務の充実を図り、

適正かつ迅速な対応に努める。

個人の権利及び利益を保護するため、研究所における個人情報の適正な取扱いをより一

層推進する。
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５ 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第２条に規定する積立金の処分

(1) 水源林勘定

緑資源機構の解散の日の前日を含む事業年度における積立金は、借入金利息及び債

券利息に充てるものとする。

(2) 特定地域整備等勘定

緑資源機構の解散の日の前日を含む事業年度における積立金は、負担金等の徴収及

び長期借入金若しくは債券の償還に要する費用に充てるものとする。

６ 中期目標期間を超える債務負担に関する事項

特定地域整備等勘定

６，０３７百万円 ３年


